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一般会計決算概要

歳入の用語解説◆財政健全化判断比率及び資金不足比率に関する報告

目的別

総務費
15億215万円

25.3％

その他
 11億7,798万円

19.1％

地方交付税
 20億7,908万円

33.7％

地方譲与税・交付金
2億4,524万円

4.0％

国庫支出金
 10億3,279万円

16.7％

県支出金
5億5,630万円

9.0％

町債
3億2,984万円

5.3％

町税
6億2,519万円

10.1％

使用料及び手数料
1億1,952万円

1.9％

分担金及び負担金
1,017万円

0.2％

依存財源
68.7％

自主財源
31.3％

民生費
15億6,802万円

26.4％

衛生費
2億7,273万円

4.6％

農林水産業費
4億4,999万円

7.6％

商工費
4億2,841万円

7.2％

土木費
5億3,917万円

9.1％

消防費
1億5,818万円

2.7％

教育費
4億1,286万円

7.0％

災害復旧費
5,438万円

0.9％
公債費

4億8,712万円
8.2％

議会費
5,752万円

1.0％

令和3年度の一般会計決算は
歳入61億7,611万円、歳出59億3,053万円、
差し引き2億4,558万円（前年度比5.0％増）の決算となりました。

61億7,611万円
（対前年度14.8％増）

59億3,053万円
（対前年度0.7％増）

歳 入歳 出

　令和3年度は、前年度に引き続きコロナ禍での事業展
開となりました。新型コロナウイルス感染症対策関連事業
として、綾町応援消費活性化商品券4,762万円、営業時
間短縮要請協力金7,865万円、ワクチン接種体制確保事
業5,932万円などを実施しました。

　ふるさと納税については、29,884件6億1,517万円
（26.9％増）の寄附がありました。寄附金はユネスコエコ
パーク推進事業や小・中学校の教育環境の整備・充実な
どに活用しています。今後も、綾町のファン・リピーターの
獲得に努めます。

自主財源 地方交付税

使用料及び手数料

分担金及び負担金 その他

町債（地方債）

依存財源

町税、使用料、ふるさと納税寄
附金など、町が自ら収納・徴収す
る財源のこと。安定した行政運
営のためには、歳入総額に占め
る割合が大きいほど望ましい。

　平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が施行されまし
た。この法律は、財政破たんを未然に防ぐため健全化判断比率と資金不足比率を
算定し、その算定数値から地方公共団体が置かれている財政状況と将来の負担な
どを判断し、早期に健全化を図ろうとするものです。
　令和2年度の各指標については、以下のとおりとなりました。

　早期健全化や再生の必要性を判断するためのものとして、以下の4つの財政指
標を「健全化判断比率」として定めています。この比率が早期健全化基準など一定
の基準を超えると、国に「財政健全化計画」の提出が義務付けられ、地方債（町債）
の発行を制限されたり、町独自の事業ができなくなったりします。

　水道や下水道などの公営企業の資金不足を、公営企業の料金収入の規模と比
較して、経営状態の悪化の度合いを示す割合です。

＊（連結）実質赤字比率
地方公共団体の財政規模に対して、一般会計（連結については、水道会計や公共下水道会計など公営企業会計を含
む）などに生じている赤字の大きさを示す割合。
＊実質公債費比率
地方公共団体の財政規模に対して、その地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを示す割合。
一般家庭に置き換えると、その年の借金（住宅ローンなど）の返済額が支出の中で占める割合に当たる。
＊将来負担比率
地方公共団体の財政規模に対して、その地方公共団体の借入金（地方債）など将来にわたって負担しなければなら
ない負債の大きさを示す割合。一般家庭に置き換えると、今後返済する住宅ローンなどの借金の額がどれだけにな
るかを示す。

令和２年度 令和元年度
実質赤字比率 －％　（15％） －％　（15％）
連結実質赤字比率 －％　（20％） －％　（20％）
実質公債費比率 7.4％　（25％） 7.7％　（25％）
将来負担比率 35.4％ （350％） 57.3％ （350％）

※（　）は早期健全化基準

令和２年度 令和元年度
農業集落排水事業会計 －％　（20％） －％　（20％）
公共下水道事業会計 －％　（20％） －％　（20％）
浄化槽事業会計 －％　（20％） －％　（20％）
水道事業会計 －％　（20％） －％　（20％）

※（　）は経営健全化基準

■財政健全化判断比率

■資金不足比率
各地方公共団体が一定の水
準で行政運営が行えるよう国
から交付されるもの。

施設の使用者や公共サービス
の受益者に、その対価として
負担いただくもの。

特定の事業の受益者に必要
経費を負担いただくもの。

財産収入、寄付金、基金など
の繰入金、繰越金など。

町が資金調達のために借り入
れる債務のこと。

国・県支出金や地方交付税な
ど国や県の基準により交付さ
れるもので、国や県などの状況
により大きく影響を受ける財源
のこと。

税目 収入額 収納率

町民税 2億3,529万円 93.3％
固定資産税 3億1,214万円 94.7％
軽自動車税 3,174万円 89.7％
市町村たばこ税 4,602万円 100.0％

一人あたりの歳出金額

866,276円/年
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町債（地方債）残高の状況

特別会計・企業会計決算の概要

経常収支比率の推移

　町債（地方債）は、公共施設整備などに要する費用を世代間で公平にするために、国や金融機関などから長期
的に借入を行うものです。

　令和3年度の特別会計・企業会計の決算をお知らせします。

　地方公共団体の財政構造の弾力性を示しており、人件費・扶助費・公債費などの経常的な経費に、地方税・地
方交付税・地方譲与税などの経常的な収入がどの程度充当されているかを比率で示しています。

● 一般会計

2年度末残高
3年度末残高

交付税措置額等 町実質負担額

44億9,184万円 43億5,038万円 29億 238万円 14億4,800万円

● 特別会計・企業会計
起債名 2年度末残高 3年度末残高

農業集落排水事業 2,999万円 3,528万円

公共下水道事業 10億2,152万円 10億5,445万円

浄化槽事業 1億2,878万円 1億2,741万円

水道事業 4億7,865万円 4億　638万円

● 特別会計決算
会計名 歳　入 歳　出 差　引

国民健康保険事業 10億6,107万円 10億2,810万円 3,297万円

後期高齢者医療 1億1,665万円 1億1,643万円 22万円

介護保険事業 9億6,637万円 9億3,372万円 3,265万円

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

95.2 95.1 95.0 96.0 86.3

● 企業会計決算
会計名 歳　入 歳　出 差　引

農業集落排水事業 1,978万円 1,477万円 501万円

公共下水道事業 1億2,492万円 1億1,949万円 543万円

浄化槽事業 3,288万円 3,267万円 21万円

水道事業 1億　442万円 1億　265万円 177万円

特別会計・・・特定の収入をそれに伴う支出に充て、事業を行う会計のこと
企業会計・・・その事業収入で支出をまかない、経営を行う独立採算制の会計のこと
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まちの財政状況

町有財産の状況

ふるさと納税について

　令和4年5月31日現在、綾町が所有している財産です。

　令和3年度のふるさと納税には、引き続き多くの支援をいただきました。寄附件数は29,884件、寄附額は6億
1,517万円になりました。主なものを報告します。

基金残高

財政調整基金 5億7,601万円

土地開発基金 1億1,366万円

物品購入基金 200万円

地域福祉基金 1億　134万円

減債基金 1億2,337万円

公共施設等整備基金 1億　  22万円

ふるさと農村活性化基金 1,000万円

森林環境譲与税基金 895万円

国民健康保険財政調整基金 7,486万円

介護給付費準備基金 6,951万円

公共下水道事業減債基金 2,259万円

浄化槽事業減債基金 1,108万円

ふるさと綾サポート基金 3億7,125万円

綾町の照葉樹林とユネスコエコパーク推
進のための事業

3,030万円

宮崎大学、南九州大学などの学術研究機関との連携による調
査・研究や、ユネスコエコパークセンターの利活用推進などに
活用しました。

綾町の産業観光とスポーツ等合宿を振興
する事業

500万円

町が管理するスポーツ施設（錦原サッカー場、小田爪運動公
園、てるはドーム、てるはふれあい広場）の管理運営に活用し
ました。

綾町の次代を担う青少年育成事業
4,200万円

放課後児童対策や児童館の運営、小・中学校の学力向上対策
などに活用しました。

綾町の高齢者を敬う福祉事業
800万円

高齢者の外出機会を増やし健康増進に役立てるための「綾町
おでかけバス（100円バス）」の取り組みなどに活用しました。

綾町が取り組む自然生態系農業に関する
事業

2,975万円

循環型システムによる、家庭から出る生ごみの堆肥化の取り
組みや有機ＪＡＳ認定業務、施設ハウス整備事業などに活用し
ました。

その他町長が必要と認める事業
3,300万円

「子どもの医療費」や、高校生の通学を支援する「高等学校等
就学支援給付金事業」に活用しました。

公有財産

土地 4,155,324㎡

（うち山林） 2,872,677㎡

建物 91,149㎡

有価証券 314万円

出資による権利 3,229万円

債権 8,454万円

物　品

各種自動車 52台

美術工芸品 1本

移動通信用電気通信器 一式

トラクター 1台

小型船舶 1艇

基金・・・町が特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するために設けた財産のこと 
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お知らせ＆情報 2022
11月

第 41 回綾競馬
　3 年ぶりに「綾競馬」を開催します。サラブレッドによる
大迫力のレースなどをお楽しみください。来場の際は、本
誌と一緒に配布される「お楽しみ券」をお持ちください。
　なお、開催当日は会場周辺で交通規制を行います。周辺
地区にお住まいの皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご
協力をお願いします。また、新型コロナウイルス感染症の
拡大状況により内容が変更になる場合があります。

　日　時／ 11 月 6 日（日）午前 10 時出走　※荒天中止
　場　所／綾馬事公苑（錦原競馬場）　※入場無料
　駐車場／数に限りがありますのでできるだけ乗り合わせのうえご来場ください

■問い合わせ先／商工観光係　☎７７－３４６４

総合文化祭
　町内在住・在勤の皆さんの作品の数々をぜひご鑑賞ください。なお、作品搬入の受付は 11 月 10 日

（木）～ 11 日（金）の午前 9 時～午後 6 時までです。水の管理が必要な生け花などは 11 日（金）の
み午後 7 時まで搬入できます。詳しくはお問い合わせください。

　日　時／ 11 月 12 日（土）午前 9 時～午後 4 時 30 分、13 日（日）午前 9 時～午後 3 時
　場　所／町体育館　　※入場無料
　展　示／書、写真、絵画、生け花、盆栽、手工芸品、工作など
　　　　　※茶道、アロマ体験（ハンドクリームづくりなど）、絵本の読み聞かせもあります

■問い合わせ先／社会教育係　☎７７－１１８３

第 41 回綾工芸まつり
　町内の 35 工房と町外の 12 工房が一堂に会し、新作などを特別価格
で展示販売します。なお、新型コロナウイルスの拡大状況により内容が
変更になる場合があります。また、場内ではマスク着用、手指の消毒な
どの感染防止対策にご協力ください。

　日　時／ 11 月 20 日（日）～ 23 日（水・祝）
　　　　　午前 9 時～午後 5 時　※最終日は午後 4 時まで
　場　所／綾てるはドーム　※入場無料
　

■問い合わせ先／商工観光係　☎７７－３４６４

11月の催し
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お知らせ＆情報

　選挙啓発のために行われた「明るい選挙啓発ポスター・書道展」の入選作品が発表されました。綾
町からの入賞者は次のとおりです（敬称略）。おめでとうございます。

宮崎県選考　ポスターの部
　［金賞］岩田みさご（綾小 1 年）
　［銀賞］福重芽生（綾中 1 年）
　［佳作］日髙春貴（綾小 2 年）、岩田つぐみ（綾小 3 年）
　　　　日髙紗愛（綾中 1 年）、姫松杏里（綾中 2 年）
　　　　湯地虹空（綾中 3 年）

宮崎市・東諸県郡選考　ポスターの部　
　［金賞］福重芽生（綾中 1 年）
　［銀賞］岩田みさご（綾小 1 年）、日髙春貴（綾小 2 年）
　［銅賞］岩田つぐみ（綾小 3 年）、日髙紗愛（綾中 1 年）
　　　　姫松杏里（綾中 2 年）、湯地虹空（綾中 3 年）
　［佳作］濱砂百花（綾小 4 年）、山口明寿香（綾中 1 年）、渡辺柑（綾中 2 年）

宮崎市・東諸県郡選考　書道の部
　［佳作］岩田みさご（綾小 1 年）、横山花（綾中 1 年）

■問い合わせ先／綾町選挙管理委員会　☎７７－１１１２

マイナンバーカードの申請サポート・カードの受け取り
　役場窓口では、顔写真撮影や申請書記入のお手伝いをします。マイナンバーカー
ドの申請書と運転免許証・保険証などの本人確認書類をお持ちのうえ、ご来庁くだ
さい。
　なお、マイナンバーカードを申請してハガキが届きましたら、事前にご予約のう
え役場窓口でカードをお受け取りください。

　受付日時／平日の午前8時 30分～午後5時 15分
　　　　　　11月 13日（日）、27日（日）の午前9時～正午

マイナポイントの受け取り手続きをお手伝いします
　マイナポイントの受け取り手続きのサポートも行っています。スムーズな手続きのため、特にキャッ
シュレス決済サービスについては事前にご相談ください。手続きに必要なものは次のとおりです。

　・マイナンバーカード　・マイナンバーカードの暗証番号（数字4ケタ）
　・ご利用になるキャッシュレス決済サービスのＩＤとセキュリティコード
　※公金受取口座の登録を行う場合は、本人名義の預貯金口座情報も必要

■問い合わせ先／マイナンバーカードについて　町民係　☎７７－３４６６

マイナポイントについて　情報管理係　☎７７－１１１２

明るい選挙啓発ポスター・書道展の入賞者　

マイナンバーカード・マイナポイントの申請　

岩田みさごさんの作品
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お知らせ＆情報

　昨年 10 月から平日の正午～午後 1 時の窓口業務を全課で取り扱ってきました。利用の少ない業務
についても昼の時間帯に職員が待機することにより、午後 1 時以降の業務に支障をきたしているため、
11 月 7 日（月）から、平日の正午～午後 1 時の業務を下記のとおり変更します。皆さんのご理解を
お願いします。なお、下記以外の業務でも事前に予約があったものは対応します。

昼休み時間帯の取り扱い業務

■問い合わせ先／総務係　☎７７－１１１２

　令和 5 年に綾町議会議員選挙・綾町長選挙が予定されています。すべての候補予定者やその関係者
に限らず第 3 者も次の事項は禁止されています。選挙違反がないように努めましょう。

事前運動の禁止
　公職選挙法では、選挙の告示、立候補の届け
出から投票前日までの間を除き、選挙運動をし
てはいけないと定められています。告示前の選
挙運動は「事前運動」として禁止されます。

買収・供応などの禁止
　金銭を配ったり、料理・弁当・酒類などの飲
食物をごちそうしたりされたりすることや、候
補者・選挙人・選挙運動員を脅す、演説・集会・
交通などを妨害する、選挙用ポスターを破くな
ど、選挙の自由を妨げる行為は処罰されます。

戸別訪問の禁止
　有権者を訪ねて投票を依頼したり、投票させな
いように依頼したりすることは禁止されています。

「家」「居宅」だけでなく会社や工場、勤務先を訪
問することも戸別訪問にあたり違反となります。

陣中見舞いも選挙違反
　選挙運動に関して飲食物 ( 湯茶・通常用いられ
る程度の菓子を除く）を提供することは、いかな
る名義でも禁止です。例えば、候補者が選挙運動
員の慰労のために酒類を与えることや、第 3 者が

「陣中見舞い」として候補者や選挙運動員に酒や料
理を提供することなどの行為は禁止されています。

　9 月議会で「綾町議会議員及び綾町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」が可
決・制定されました。これにより、今後公示される町議会議員・町長選挙については選挙運動の
費用の一部が町費負担となり、町議会議員選挙は立候補に際し供託金制度（15 万円）が導入され
ます。なお、それぞれ限度数や上限額がありますので詳しくは役場ホームページをご覧ください。

　公費負担の対象／選挙運動用の自動車借上費用、運転手の雇用及び燃料に係る費用
　　　　　　　　　選挙用ビラおよびポスターの作成費用

■問い合わせ先／綾町選挙管理委員会　☎７７－１１１２

昼休み時間帯の役場窓口業務を見直します

禁止されている選挙運動

選挙運動の費用の一部が公費負担に

業務内容 問い合わせ先

戸籍・住民票の写しなど各種証明書の交付 町民係　☎77-3466

所得、納税などの証明書の交付 税務係　☎77-1113

コロナワクチン接種、健診・検診に関すること 健康センター　☎77-0195

高齢者の総合相談（介護、認知症などについて） 地域包括支援センター☎77-3141
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税のひろば 税務係　☎77-1113

綾町の収納状況

　町が提供する福祉・教育をはじめとするさまざまなサービスの主な財源は、町税です。
　町税の滞納は町の財政を圧迫し、町民サービスに支障をきたすことになりかねません。そして何よ
り、納期内に税金を納めている大多数の皆さんとの公平性を欠くことになります。加えて、督促状の
送付などの経費として余分に税金を使うことにもなるのです。
　残念ながら、綾町の徴収率（納められるべき町税に対し、実際に収められた町税の割合）は、94.2％
と県内ワースト 2 位（令和 3 年度徴収実績）となっており、滞納額は約 4 千万円にものぼります。そ
のため町では、収入や財産がありながら町税を納付しない滞納者に対し対策を強化しています。

徴収対策の強化
　督促や催告に応じない ( 連絡や相談がない ) 人への徴収対策を強化しています。
　・・　財産の差し押え／町は地方税法や国税徴収法に基づき、給与や預金などの財産調査を行うこと
　　　ができます。勤務先に給与の内容などを照会し毎月の給与から徴収したり、預貯金・定期預金
　　　を差し押えたりして滞納金に充当します。
　・・　行政サービスの制限／補助金などの交付を制限します。
　・・　併任人事交流制度／徴収が困難な滞納者を県に引き継ぎ、県が町に代わって徴収します。
　・・　臨宅／県と協力して滞納者の自宅に伺い、滞納者の状況把握も含めた徴収強化を図ります。

自主納付にご協力ください
　町税などを滞納すると、延滞金が加算されたり財産が滞納処分されたりします。この手続きには多く
の費用がかかりますが、これも貴重な税金から支出されます。期限を守り自主納付にご協力ください。

納付は便利な口座振替がおススメ
　「うっかり納め忘れた」をなくすために、口座振替をご利用ください。指定された口座から納期ごと
に引き落とされるので納め忘れがなくなります。宮崎銀行、綾町農業協同組合、郵便局の各窓口でお
申し込みください。

納付に困ったらすぐに相談を！
　督促状や催告状が届いているにもかかわらずそのままにしておいたために滞納額が
増えてしまい、結果として納めきれなくなるケースが見受けられます。納付が困難に
なった場合は、分割して納付することもできますので、早めにご相談ください。

町税の徴収率　　ワースト２位 （県内 26 市町のうち 25 位）

Q&Aはこちらから

直近5年間の宮崎県との人事交流実績（滞納者を県へ引き継いだものなど）

人数 滞納額 徴収額合計

199人 25,159,000円 9,266,000円

　　（H29～ R3年度）

直近 5年間の滞納者対策の状況（H29～ R3年度累計）

給与差し押さえ 預金差し押さえ その他差し押さえ

0人 27人（2,435,000円） 8人（917,000円）
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子育て支援センター ☎77-1154

　新型コロナウイルスの感染状況により、行事は延
期・中止になる場合がありますので、子育て支援セ
ンターにお問い合わせください。

  2 日（水）　わくわく広場
■時間／午前 10 時～ 11 時 30 分

■場所／英農園（馬事公苑集合）

■内容／ミカン狩り遠足

馬事公苑から歩いてミカン狩りに出掛けましょう。

おいしいミカンがたくさん実っていますよ。小さ

いお子さんがいる場合はベビーカーをお持ちくだ

さい。

  9 日（水）　親子教室「コアラ」
■時間／午前 10 時～ 11 時

■場所／子育て支援センター

■内容／なかよし運動会

スポーツの秋です。ハイハイ競争や玉入れ、体操

などをして親子で楽しく体を動かしませんか。動

きやすい服装でご参加ください。タオルや水筒も

忘れずに。

16 日（水）　誕生会
■時間／午前 10 時～ 11 時

■場所／子育て支援センター

■内容／ 11 月生まれのお友達の誕生会

対象者にはハガキでお知らせしています。ハガキ

が届かないときはご連絡ください。

　暑さ・寒さの影響

を受けやすい小さな

子ども。心地よく過

ごすためには、厚手

の衣類を 1 枚着るよ

りも、ベースを薄着

にしておいて寒いときは重ね着をし、暑くなったら

脱ぐといった具合にこまめに調節することがポイン

トです。

　寒くなると子どもに厚着させがちですが、薄着を

基本にするのが子どもにとっては理にかなった服装

なのです。子どもが快適に過ごせるよう、周りの大

人が気を付けましょう。

　仕事や冠婚葬祭、病気、出産

などにより一時的に家庭での

保育ができない場合にご利用

ください（1 カ月あたり 14 日

まで）。利用には年度ごとの登

録と予約が必要です。詳しくは

お問い合わせください。

■対象／保育園などに通っていない乳幼児

■時間／月～土曜日（祝日を除く）の午前 8 時 30

　　　　分～午後 5 時

■料金／半日　  500 円（おやつ 1 回）

　　　　１日　1,000 円（副食、おやつ 2 回）

11月の行事（定員制・要予約）　

薄着をベースにこまめに調節を

一時保育をご利用ください

今月のPHOTO

アユのつかみどり体験

お誕生おめでとう
9月1日～30日に受付のあったお子さんです

有馬 遙希 ちゃん［女］ R4.9.8 生
（ありま はるき） 保護者：隆史さん ［四枝］

小森 麗愛 ちゃん［女］ R4.9.20 生
（こもり りあ） 保護者：大雅さん ［神下］

尾薗 莉純 ちゃん［女］ R4.9.23 生
（おぞの りあ） 保護者：嵩晃さん ［神下］
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健康センター ☎77-0195

無医地区巡回診療
広沢地区
　11月18日（金）12:00～12:45
倉輪地区
　11月18日（金）13:00～13:45

各自治公民館で午前 9 時 30 分から行います。
※四枝地区のみ午後 1 時 30 分から

　10 月中旬からオミクロン株対応

ワクチンの接種券（水色）を郵送し

ています。オミクロン株対応ワクチ

ンは、オミクロン株とオリジナル株

に対応した 2 価ワクチンです。

　詳しくは右の QR コードにアクセ

スし、役場ホームページでご確認く

ださい。

■対　　象／新型コロナウイルスワクチンの 1.2 回

　　　　　　目の接種が終わった 12 歳以上

■使用ワクチン／ファイザー社製（12 歳以上）

　　　　　　　　モデルナ社製（18 歳以上）

■予約方法／接種券に同封している案内をご確認の

　　　　　　うえ、インターネットまたは電話で予

　　　　　　約してください

　※医療機関での予約は受け付けていません

■電話予約先／綾町予防接種コールセンター

　　　　　　　☎ 77-2020

乳幼児の新型コロナワクチン接種
　

　生後 6 カ月以上 4 歳以下の小児を対象にワ

クチン接種が開始される予定です。詳しくは

役場ホームページをご覧ください。

　感染症対策のため予

約制で行います。事前に

電話でお申し込みくだ

さい。

　乳児相談はバスタオ

ル、おっぱい相談はタオ

ルをご持参ください。

乳児相談（おっぱい・育児相談）
■日時／ 11 月 10 日（木）午後 1 時 15 分～

■対象／乳児と母親

3 歳 6 カ月健康診査
■日時／ 11 月 11 日（金）

■対象／平成 31 年 2・3・4 月、令和元年 5 月生

　　　　および未受診者

離乳食教室（5 ～ 11 カ月児）
■日時／ 11 月 24 日（木）午後 1 時～

おっぱい相談
■日時／ 11 月 24 日（木）午後 1 時 30 分～

　11 月 13 日（日）～ 19 日（土）は全国糖尿病週

間です。全国各地で講演会や健康相談などの関連行

事が行われます。

　厚生労働省の国民健康・栄養調査（令和元年）に

よると、「糖尿病が強く疑われる人」の割合は成人男

性 19.7％、女性 10.8％です。国民病とも言える糖

尿病ですが、病気に対する誤解や偏見が存在します。

全国糖尿病週間をきっかけに、糖尿病について正し

く理解し、糖尿病の人を支えられるよう皆で考えて

いきましょう。

子育てに関する相談など お達者クラブ

オミクロン株対応ワクチンの接種

全国糖尿病週間  

実 施 日 地　区 実 施 日 地　区

1日（火） 中堂 14日（月） 立町

2日（水） 久木野々 15日（火） 上畑・四枝

4日（金） 古屋 16日（水） 揚町

8日（火） 南麓 17日（木） 西中坪

9日（水） 宮原 18日（金） 東中坪

10日（木） 倉輪 24日（木） 麓

11日（金） 北麓

■問い合わせ先／綾町社会福祉協議会　☎ 77-3099
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綾てるは図書館 ☎77-0180

利用者が選び購入する本
　館内に掲示している本の一覧の中から、図書館で

の購入を希望する本に投票してください。本を借り

た皆さんに投票券をお渡しします。得票数の多かっ

た順に購入し、展示します。ぜひ投票にご参加くだ

さい。

■期間／ 11 月 1 日 ( 火 ) ～ 13 日 ( 日 )

みんなの花展～小原流宮崎支部
　小原流宮崎支部の生け花

を館内に展示します。季節の

草花を使った素晴らしい作

品をぜひご覧ください。

■日時／ 11 月 20 日 ( 日 ) 午前 10 時～午後 4 時

おはなし会　

■日時／11 月 5 日（土）、12 日（土）、19 日（土）、

　　　　26 日（土）の午後 2 時～ 2 時 30 分

　毎年恒例の図書館まつり。今年は 12 月 18 日

（日）に開催します。さまざまな催しを企画してい

ますので、ぜひご来館ください！

　「本のリサイクル市」以外は 11 月 8 日（火）～

12 月 15 日（木）までに電話またはカウンターでお

申し込みください。

本のリサイクル市
■時間／午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分

おはなしおばさんの楽しいお話会
■時間／午後 1 時～ 2 時 30 分

ハンドベル演奏
■時間／午後 2 時 40 分

　　　　～ 3 時 30 分

　子どもたちに本に親しんで

ほしいと、綾立元診療所の立

元祐保さんから本が寄贈され

ました。皆さん、ぜひご覧く

ださい！

寄贈された図書（合計75冊）
大型絵本 2 冊、絵本 14 冊、児童書 33 冊、児童文

学 13 冊、紙芝居 10 点、エプロンシアター 2 点、

パネルシアター 1 点

　さまざまな地域の旅行ガイド本が入りました。旅

行の計画を立てる際にぜひご活用ください。新しい

ガイド本の一部を紹介します。

・ 　・ 　九州のおいしい道の駅＆ＳＡ・ＰＡ

・ 　・ 　全国キャンプ場ガイド西日本編

・ 　・ 　るるぶ東京観光

・ 　・ 　今、行きたいカフェ宮崎の " 旬 "cafe100

11月の催し

図書館まつりの参加者を募集！

図書の寄贈ありがとうございます

新しい旅行ガイド本

おすすめの本

[ 一般書 ]
○県境マニアと行くくるっとふしぎ県境ツアー

○すばらしき宇宙の図鑑

○喫茶（カフェ）チェーン観察帖（ノート）

○藤田浩子の手・顔・からだでおはなし

○青く滲んだ月の行方 青羽悠／著

○蹴れ、彦五郎 今村翔吾 / 著

○あした何着よう 林真理子 / 著

○スマホになじんでおりません 群ようこ / 著

[ 児童書 ]
○「ヒロシマ消えたかぞく」のあしあと

○その事件、こども弁護士におまかせ！

○はまったら抜けだせない！？食虫植物

○ワニのガルド おーなり由子／作・絵

○いっしょにいるよ 涌井学／著

○アイスゆうえんち

○いもうとなんかいらない

※ほかにもたくさんの本が入っています11月の休館日 ７日（月）、14日（月）
　　21日（月）、28日（月）
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教育委員会 ☎77-1183

美しい筆ペン教室　（新規開講）

　冠婚葬祭やお礼状などで求められる、美しい手書

き文字を身に付ける講座です。ご祝儀袋の表書きや

手紙、年賀状など形式に合わせた書き方と美文字の

コツを講師がアドバイスします。筆を持つのに慣れ

ていない初心者でも気軽に参加できます。受講生か

らは「無理なく美しい小筆文字が書けるようになっ

た」などの声が寄せられています。

■講師／瀬尾彩惠子さん　■場所／町公民館

■開講日／水曜日の午後 7 時から（年間 5 回）

　令和5年から、成人式は「二十歳のつどい」に変

わります。令和5年の「二十歳のつどい」は、令和

5年1月3日（火）に町公民館文化ホールで開催しま

す。対象は令和4年度に20歳を迎える綾町出身者で

す。町内在住の対象者には、10月下旬に案内はが

きを発送します。町外在住で「二十歳のつどい」に

参加を希望する人は社会教育係へご連絡ください。

ご家族からの連絡も可能です。

■申込期限／11月25日（金）

■申込先／社会教育係　☎77-1183

　　　　　syakaikyouiku@town.aya.lg.jp

※感染症の拡大状況により中止・変更する場合があ

　ります（参加申込者には別途案内します）

　黒木政信委員（宮崎市）が10月31日をもって退

任されることに伴い、山口昇委員（同）が新たに教

育委員として委嘱されました。任期は令和8年10月

31日までの4年間です。

令和 5 年「二十歳のつどい」

教育委員の交代

町生涯学習講座を紹介します⑤
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び
か
け
、
四
句
の
「
お
い
し
か
っ

た
か
」
と
い
う
表
現
に
は
作
者
の
く
や
し
い
け
れ
ど
許
し
て
や
る
よ
と
い
う

共
存
共
生
の
心
情
が
に
じ
ん
で
い
る
。
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有機農業開発センター ☎77-0100

　森林を所有している皆さん

は、誤伐・盗伐の被害にあわ

ないために、所有している森

林の定期的な現地確認や見回

りを行うようお願いします。

　なお、森林の伐採には、届

け出が必要な場合があります。事前に農林振興課に

お問い合わせのうえご確認ください。また、伐採を

する前には、隣接地の所有者との境界確認などにつ

いて十分に協議を行ってください。

　町民の皆さんに広く自然生態系農業を体験・理解

してもらうために、体験農園を開設しています。家

族や友達と楽しく野菜づくりをしませんか。町外在

住者も利用できます。

■場　所／錦原（馬事公苑から徒歩 5 分）

■利用料／ 1 坪（約 3.3㎡）あたり年間 3,000 円

　　　　　または月額 250 円

■その他／潅水、堆肥は無料で使用可能

　就農を目指す人が自然生態系農業の技術を身に付

ける学校を令和 5 年 6 月に開校予定です。綾町の歴

史や自然生態系農業について学ぶほか町内で実習な

どを行い、就農に繋げます。そこで学校の名称を募

集します。明るい未来を感じる、覚えやすい名称を

ご提案ください。当選者には賞品を進呈します。

■応募期間／ 10 月 26 日（水）～ 11 月 30 日（水）

■応募方法／はがき、メール、専用の応

募フォーム（右の QR コー

ド ま た は https://onl.bz/

Q4Yb3Jm）で応募

■宛先／〒 880-1303　綾町大字南俣 1128

　　　　綾町役場 農林振興課 有機農業振興係

　　　　nougyoushinkou@town.aya.lg.jp

オーガニックビレッジとは
　有機農業の生産から消費まで、農業者のみならず事業者や地域住民と協働で推進する取り組み・体制

づくりを行う市町村のことです。綾町では、昭和 63 年に自然生態系農業の推進に関する条例を制定し

て以来、環境保全型農業に取り組んでいます。この先進的な取り組みを全国へ発信し、自治体間の連携

を取りながら、みんなで持続可能な農業を支えていきましょう。

農薬を使用しないため、

捕虫アミで害虫を捕獲

しています。

防虫シートを利用して

除草の手間を軽減して

います。

森林の誤伐・盗伐にご注意ください 体験農園を利用しませんか

有機農業を学ぶ学校の名称募集！　

毎月20日は
県内一斉消毒の日です

畜舎などの消毒を徹底しましょう
「発生予防」と「早期発見・通報」が重要です！

私たちが自然生態系農業の実践者です（隔月掲載予定）
松永 光弘
（二反野）

長原 翔
（麓）
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地
域
の
皆
さ
ん
に
よ
る
主
体
的

な
ま
ち
づ
く
り
を
応
援
す
る
「
ゆ

め
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
支
援
事

業
」
の
２
次
募
集
の
採
択
事
業
は

次
の
と
お
り
で
す（
順
不
同
）。
詳

し
く
は
役
場
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
本
支
援
事
業
に
は

今
年
度
、
１
次
・
２
次
合
わ
せ
て

12
件
の
取
り
組
み
を
採
択
し
、
地

域
の
皆
さ
ん
の
主
体
的
な
活
動
が

進
ん
で
い
ま
す
。

採
択
事
業
と
団
体
名

・・
イ
オ
ン
の
森
遊
歩
道
整
備
事
業

（
割
付
や
っ
ど
ー
隊
）

・・
綾
の
昭
和
を
か
た
り
べ
の
生
の

声
で
感
じ
よ
う
！
（
綾
の
文
化

歴
史
を
学
ぶ
会
）

■
問
い
合
わ
せ
先
／

ま
ち
づ
く
り
推
進
係

☎
77
‐
３
４
６
４

　

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月

間
で
す
。
児
童
虐
待
に
よ
り
子
ど

も
の
命
が
奪
わ
れ
る
事
件
が
後
を

絶
た
な
い
深
刻
な
状
況
が
続
い
て

い
る
中
、
児
童
虐
待
は
社
会
全
体

で
早
急
に
解
決
す
べ
き
問
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。

児
童
虐
待
と
は

・・
身
体
的
虐
待
／
子
ど
も
を
な
ぐ

る
、
蹴
る
、
激
し
く
揺
さ
ぶ
る
、

お
ぼ
れ
さ
せ
る
な
ど

・・
性
的
虐
待
／
子
ど
も
に
対
し
て

性
的
行
為
を
す
る
、
性
的
行
為

を
見
せ
る
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ

の
被
写
体
に
す
る
な
ど

・・
ネ
グ
レ
ク
ト
／
家
に
閉
じ
込
め

る
、
食
事
を
与
え
な
い
、
自
動

車
の
中
に
放
置
す
る
、
病
院
に

連
れ
て
行
か
な
い
な
ど

・・
心
理
的
虐
待
／
言
葉
に
よ
る
脅

し
、
無
視
、
子
ど
も
の
前
で
家

族
に
暴
力
を
ふ
る
う
な
ど

■
連
絡
・
相
談
先
／

児
童
相
談
所
全
国
共
通
３
け
た
ダ

イ
ヤ
ル
１
８
９
（
匿
名
で
も
可
）

福
祉
・
児
童
家
庭
係

☎
77
‐
１
１
１
４

　

狂
犬
病
は
、
罹
患
す
る
と
必
ず

死
に
至
る
恐
ろ
し
い
病
気
で
す
。

そ
の
た
め
、
す
べ
て
の
犬
の
飼
い

主
は
飼
い
犬
に
狂
犬
病
予
防
注
射

を
受
け
さ
せ
、
登
録
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

綾
町
で
は
、
未
接
種
犬
の
予
防

注
射
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

登
録
済
み
の
未
接
種
犬
に
は
ハ
ガ

キ
で
通
知
し
ま
す
。
未
登
録
犬
に

つ
い
て
も
対
応
し
ま
す
。

◎
日
時
／
11
月
８
日
（
火
）
午
後

２
時
～
４
時

◎
場
所
／
綾
ペ
ッ
ト
ク
リ
ニ
ッ
ク

◎
接
種
料
／
３
千
円
（
年
１
回
）

◎
登
録
料
／
３
千
円（
生
涯
１
回
）

※
東
諸
県
郡
内
の
動
物
病
院
で
も

注
射
で
き
ま
す

■
問
い
合
わ
せ
先
／

生
活
環
境
係
☎
77
‐
３
４
６
５

　

検
査
を
希
望
す
る
人
は
前
日
ま

で
に
検
査
容
器
を
役
場
ま
で
取
り

に
来
て
く
だ
さ
い
。

◎
水
質
検
査
日
／
11
月
29
日（
火
）

◎
検
査
手
数
料
／
５
５
０
０
円

■
問
い
合
わ
せ
先
／

上
下
水
道
係
☎
77
‐
３
４
６
７

　

綾
町
お
で
か
け
バ
ス
カ
（
１
０

０
円
バ
ス
専
用
カ
ー
ド
）
の
特
設

交
付
手
続
き
を
行
い
ま
す
。
対
象

者
に
は
資
格
証
を
送
り
ま
す
の
で
、

こ
の
機
会
に
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
更
新
対
象
者
に
も

お
知
ら
せ
を
郵
送
し
ま
す
。
必
ず

更
新
期
間
内
に
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

◎
日
時
／
11
月
29
日
（
火
）
午
前

９
時
30
分
～
正
午

◎
場
所
／
宮
交
バ
ス
綾
待
合
所

※
通
常
は
宮
崎
駅
・
宮
交
シ
テ
ィ

の
バ
ス
セ
ン
タ
ー
で
手
続
き
で

き
ま
す

※
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
は
役
場
窓

口
で
11
月
30
日
（
水
）
午
前
11

時
か
ら
可
能

■
問
い
合
わ
せ
先
／

・
手
続
き
に
つ
い
て

宮
交
バ
ス
案
内
セ
ン
タ
ー

☎
32
‐
０
７
１
８

・
受
け
取
り
に
つ
い
て

福
祉
・
児
童
家
庭
係

☎
77
‐
１
１
１
４

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

な
ど
の
理
由
で
療
養
の
た
め
働
け

な
く
な
っ
た
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
は
給
付
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

希
望
者
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
申
請
書
は
役
場
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

◎
傷
病
手
当
金
の
対
象
／
給
与

な
ど
の
支
払
い
を
受
け
て
お
り
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
・
感
染
疑
い
に
よ
り
令
和
４

年
12
月
31
日
（
土
）
ま
で
の
間

に
４
日
間
以
上
（
最
長
１
年
６

カ
月
）
勤
務
で
き
な
い
期
間
が

あ
る
人

◎
傷
病
見
舞
金
の
対
象
／
個
人
事

業
主
の
う
ち
、
主
な
収
入
が
営

業
収
入
・
農
業
収
入
・
不
動
産

収
入
・
山
林
収
入
で
あ
り
、
令

和
４
年
12
月
31
日
（
土
）
ま
で

の
間
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

に
感
染
し
た
人
（
傷
病
手
当
金

の
対
象
で
な
い
こ
と
）

■
問
い
合
わ
せ
先
／

町
民
係
☎
77
‐
３
４
６
６

お
知
ら
せ

児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

水
質
検
査

お
で
か
け
バ
ス
カ
の
交
付

くらしの情報［ 11 月 ］

狂
犬
病
予
防
注
射

皆
さ
ん
の
あ
た
た
か
い

善
意
に
感
謝
し
ま
す

綾
町
社
会
福
祉
協
議
会

（
9
月
1
日
～
30
日
受
付
分
）

一
般
寄
付寄

付
者
／
物
品
（
地
区
名
）

松
元　

安
光
／
野
菜
（
中
堂
）

忌
明
寄
付

寄
付
者
／
物
故
者
（
地
区
名
）

中
原　

ミ
チ
子
／
榮
二
（
古
屋
）

西
郷　

親
也
／

　

満
義
・
親
文
（
揚
町
）

ゆ
め
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

２
次
募
集
の
結
果

新
型
コ
ロ
ナ

傷
病
手
当
金
・
見
舞
金
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障
害
者
控
除
と
は
、
要
介
護
1

～
5
と
認
定
さ
れ
た
人
と
障
害
者

手
帳
を
持
っ
て
い
る
人
を
控
除
の

対
象
と
す
る
も
の
で
す
。
障
害
者

控
除
対
象
者
認
定
書
ま
た
は
障
害

者
手
帳
の
コ
ピ
ー
を
提
出
す
る
と
、

年
末
調
整
や
確
定
申
告
で
障
害
者

控
除
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
、
所
得
税
だ
け
で
な
く
住
民
税

も
控
除
さ
れ
ま
す
。

　

本
町
で
は
、
要
介
護
１
～
５
の

人
へ
令
和
５
年
１
月
に
障
害
者
控

除
対
象
者
認
定
書
を
送
付
予
定
で

す
。
年
末
調
整
の
た
め
に
認
定
書

が
必
要
な
場
合
は
郵
送
し
ま
す
の

で
、
福
祉
保
健
課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
な
お
、
身
体
障
害

者
手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
・
療
育
手
帳
を
お
持
ち
の
皆

さ
ん
は
、
手
帳
が
税
控
除
の
証
明

に
使
え
る
た
め
認
定
書
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ
先
／

保
健
推
進
係
☎
77
‐
１
１
１
４

　

検
察
審
査
会
制
度
は
、
検
察
官

が
事
件
を
裁
判
に
か
け
な
か
っ
た

「
不
起
訴
処
分
」
の
善
し
悪
し
を
、

選
挙
権
を
持
つ
国
民
の
中
か
ら
選

ば
れ
た
11
人
の
検
察
審
査
員
が
審

査
す
る
制
度
で
す
。

　

令
和
５
年
度
の
候
補
者
に
は
、

11
月
中
旬
に
「
検
察
審
査
員
候
補

者
名
簿
へ
の
記
載
の
お
知
ら
せ
」

が
送
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
今
回
か

ら
18
歳
・
19
歳
の
人
も
候
補
者
に

含
ま
れ
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先
／

宮
崎
検
察
審
査
会
事
務
局

☎
68
‐
５
１
２
０

　

飼
い
犬
は
、メ
ー

タ
ー
か
ら
離
し
て

つ
な
い
で
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
メ
ー

タ
ー
の
上
や
周
り

に
は
物
を
置
か
な

い
よ
う
に
、ご
協
力

お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先
／

上
下
水
道
係
☎
77
‐
３
４
６
７

　

庭
木
を
放
置
す
る
と
、
病
害
虫

が
発
生
し
た
り
伸
び
す
ぎ
た
枝
が

隣
家
に
侵
入
し
た
り
す
る
恐
れ
が

あ
り
ま
す
。
病
害
虫
防
除
や
美
し

い
景
観
形
成
の
た
め
に
、
自
宅
や

私
有
地
の
定
期
的
な
手
入
れ
を
お

願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先
／

生
活
環
境
係
☎
77
‐
３
４
６
５

　

宮
崎
地
方
法
務
局
の
無
料
相
談

は
電
話
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

◎
受
付
時
間
／
平
日
の
午
前
８
時

30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
24
時
間
受

付
■
相
談
先
／

み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

（
０
５
７
０
）
０
０
３
１
１
０

　

法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
綾

町
の
人
権
擁
護
委
員
を
紹
介
し
ま

す
。
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
。
人
権
問
題
で
お
困

り
の
人
や
心
配
ご
と
が
あ
る
人
は

遠
慮
な
く
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◎
綾
町
の
人
権
擁
護
委
員
／
早
川

ゆ
り
、
谷
口
秀
典
、
月
野
一
昭

◎
次
回
の
特
設
相
談
／
12
月
９
日

（
金
）
町
公
民
館

■
問
い
合
わ
せ
先
／

町
民
係
☎
77
‐
３
４
６
６

　
「
収
入
が
不
安
定
で
家
計
を
う

ま
く
管
理
で
き
な
い
」「
税
金
を
滞

納
し
て
い
る
」「
借
金
の
返
済
が
難

し
い
」「
子
ど
も
の
進
学
に
か
か
る

費
用
を
準
備
で
き
な
い
」
な
ど
の

家
計
の
悩
み
に
社
会
福
祉
士
が
対

応
し
、
家
計
立
て
直
し
を
支
援
し

ま
す
。
相
談
無
料
。

◎
対
象
／
県
内
の
町
村
在
住
者

◎
相
談
方
法
／
面
談
（
要
予
約
）

◎
相
談
受
付
日
時
／
平
日
の
午
前

８
時
30
分
～
午
後
５
時
30
分

◎
相
談
場
所
／
県
福
祉
総
合
セ
ン

タ
ー
（
宮
崎
市
原
町
）

■
問
い
合
わ
せ
・
予
約
先
／

（
一
社
）
県
社
会
福
祉
会

☎
86
‐
６
１
１
１

Ｆ
Ａ
Ｘ
86
‐
６
１
１
６

　

来
春
、
綾
幼
稚
園
に
入
園
す
る

園
児
を
募
集
し
ま
す
。

◎
年
齢
・
定
員
／
０
歳
児
（
６
カ

月
～
）
６
人
、
１
～
２
歳
児
10

人
、
３
歳
児
5
人
、
４
歳
児
3

人
、
５
歳
児
8
人

◎
募
集
開
始
／
11
月
１
日
（
火
）

◎
申
込
方
法
／
申
込
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
令
和
５
年
１

月
10
日
（
火
）
ま
で
に
園
の
受

付
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

◎
面
接
／
保
護
者
と
本
人
と
の
面

接
を
２
月
に
実
施

■
問
い
合
わ
せ
先
／

綾
幼
稚
園
☎
77
‐
０
１
５
３

　

児
童
館
の
児
童
厚
生
員
（
パ
ー

ト
）
を
１
人
募
集
し
ま
す
。

◎
業
務
内
容
／
児
童
の
遊
び
の
援

助
と
安
全
管
理

◎
資
格
／
保
育
士
、
幼
・
小
・
中
・

高
い
ず
れ
か
の
教
諭
資
格
を

持
っ
て
い
る
人
ま
た
は
大
学
で

心
理
・
教
育
・
社
会
・
芸
術
・

体
育
の
学
科
を
卒
業
し
た
人

家
計
に
関
す
る
相
談

検
察
審
査
会
を

知
っ
て
い
ま
す
か

くらしの情報［ 11 月 ］

相　

談

お
願
い

常
駐
人
権
相
談

人
権
擁
護
委
員
紹
介

水
道
メ
ー
タ
ー
検
針

庭
木
の
手
入
れ

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

綾
幼
稚
園
の
園
児
募
集

児
童
厚
生
員（
求
人
）

募　

集
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※
資
格
が
な
く
て
も
応
募
可

◎
勤
務
日
数
／
月
15
日
以
内

◎
勤
務
時
間
／
午
前
10
時
30
分
～

午
後
５
時
30
分
（
休
憩
60
分
）

ま
た
は
正
午
～
午
後
６
時

※
夏
休
み
な
ど
は
変
更
あ
り

◎
時
給
／
有
資
格
者
８
９
０
円
、

資
格
が
な
い
人
８
６
０
円

※
夏
季
・
冬
季
期
末
手
当
あ
り

◎
採
用
期
間
／
令
和
５
年
３
月
31

日
（
金
）
ま
で

※
更
新
の
可
能
性
あ
り

◎
応
募
方
法
／
履
歴
書
を
郵
送
ま

た
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い

■
問
い
合
わ
せ
・
応
募
先
／

綾
町
児
童
館
☎
77
‐
１
２
７
９

〒
８
８
０
‐
１
３
０
３

綾
町
大
字
南
俣
５
２
４
‐
２

　

木
登
り
や
草
ス
キ
ー
な
ど
自
然

の
中
で
子
ど
も
が
自
由
に
遊
べ

る
「
お
外
で
遊
ぼ
う
！
綾
プ
レ
ー

パ
ー
ク
（
ゆ
め
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
支
援
事
業
採
択
事
業
）」
が
毎

月
第
３
日
曜
日
に
開
催
さ
れ
て
い

ま
す
。
子
ど
も
の
好
奇
心
や
冒
険

心
、
社
会
性
を
育
む
取
り
組
み
で

す
。
参
加
無
料
。

◎
開
催
日
／
11
月
20
日
（
日
）
午

前
10
時
～
午
後
３
時

※
入
退
場
自
由

※
荒
天
の
場
合
は
中
止

◎
場
所
／
綾
南
川
三
本
松
橋
下
流

河
川
敷

◎
定
員
／
50
人

※
未
就
学
児
は
保
護
者
同
伴
で
ご

来
場
く
だ
さ
い

■
問
い
合
わ
せ
先
／

綾
こ
ど
も
そ
と
あ
そ
び
（
中
島
）

☎
０
９
０
‐
６
８
３
８
‐
４
８
１
４

　

感
染
防
止
対
策
の
も
と
例
年
と

は
内
容
を
変
更
し
て
実
施
さ
れ
ま

す
の
で
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

場
所
と
開
催
日
時

◎
宮
原
公
民
館
／
11
月
13
日（
日
）

午
前
10
時
～
午
後
3
時

◎
神
下
公
民
館
／
11
月
20
日（
日
）　

午
前
９
時
～
午
後
３
時

◎
杢
道
公
民
館
／
11
月
20
日（
日
）

午
前
10
時
～
午
後
3
時

◎
揚
町
公
民
館
／
11
月
20
日（
日
）

　

午
前
10
時
～
午
後
3
時

◎
西
中
坪
公
民
館
／
11
月
27
日

（
日
）
午
前
10
時
～
午
後
３
時

◎
麓
公
民
館
／
11
月
27
日
（
日
）

午
前
10
時
～
午
後
３
時

◎
北
麓
公
民
館
／
11
月
27
日（
日
）

午
前
10
時
～
午
後
3
時

■
問
い
合
わ
せ
先
／

綾
町
自
治
公
民
館
連
絡
協
議
会

（
社
会
教
育
課
内
）

☎
77
‐
１
１
８
３

　

綾
小
・
中
学
校
の
子
ど
も
た
ち

が
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
提
案
な

ど
を
行
い
ま
す
。
傍
聴
は
、
感
染

症
対
策
の
た
め
役
場
会
議
室
の
テ

レ
ビ
モ
ニ
タ
ー
で
お
願
い
し
ま
す
。

◎
日
時
／
11
月
25
日
（
金
）
午
後

２
時
～
４
時
20
分

◎
場
所
／
議
会
議
場

■
問
い
合
わ
せ
先
／

社
会
教
育
係
☎
77
‐
１
１
８
３

自
由
に
遊
ぼ
う

プ
レ
ー
パ
ー
ク（
冒
険
遊
び
場
）

くらしの情報［ 11 月 ］

　どのように最期を迎えるのか。大切な人の旅立ちを支えるために、どのよ
うに向き合っていくのか。最期まで家で看取りをした家族の体験談をもとに、
専門職を交えて考える住民公開講座を行います。動画配信による聴講もでき
ます。ぜひご参加ください。聴講無料。

日　　時／11月 27日（日）午後1時 30分～ 4時
聴講方法と定員／高年者研修センターに来場（70人）または YouTube 配信（150人）
内　　容／①特別講演「在宅医療をあきらめない」　宮崎大学医学部　吉村学教授
　　　　　②看取った家族の体験談　吉川隆さん
　　　　　③医療介護多職種パネルディスカッション「それぞれの立場からの看取り」を語る
申込方法／11月 15日（火）までに電話（77-1114）またはＦＡＸ（77-2094）で福祉保　　　
　　　　　健課保健推進係へお申し込みください。氏名、郵便番号、住所、電話番号、YouTube
　　　　　配信を希望する場合のみメールアドレスをお伝えください。

■問い合わせ先／保健推進係 ☎７７－１１１４

公開講座　「最期まで在宅で過ごすということ」

参加者
募集

イ
ベ
ン
ト
・
催
し
物

手
づ
く
り
文
化
祭

子
ど
も
議
会
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